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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光部と、
　前記発光部を複数の発光モードのいずれかで発光させる制御部と、
を備える発光装置であって、
　前記複数の発光モードは、第１方向及び該第１方向と異なる第２方向に光を照射する第
１モードと、前記第１方向に光を照射して前記第２方向に光を照射しない第２モードを含
み、
　前記発光部は、
　　前記第１方向を向いている第１光源と、
　　前記第２方向を向いている第２光源と、
を備え、
　前記制御部は、前記第１モードでは前記第１光源及び前記第２光源を発光させ、前記第
２モードでは前記第１光源を発光させ、
　前記第１方向は前記発光装置から画像表示面の観察者に向かう方向であり、
　前記第２方向は前記発光装置から前記画像表示面に向かう方向である発光装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置において、
　前記制御部は、前記画像表示面に画像が表示されているときは前記第２モードを選択し
、前記画像表示面に画像が表示されていないときは前記第１モードを選択する発光装置。
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【請求項３】
　発光部と、
　前記発光部を複数の発光モードのいずれかで発光させる制御部と、
を備える発光装置であって、
　前記複数の発光モードは、第１方向及び該第１方向と異なる第２方向に光を照射する第
１モードと、前記第１方向に光を照射して前記第２方向に光を照射しない第２モードを含
み、
　前記発光部は、
　　前記第１方向を向いている第１光源と、
　　前記第２方向を向いている第２光源と、
を備え、
　前記制御部は、前記第１モードでは前記第１光源及び前記第２光源を発光させ、前記第
２モードでは前記第１光源を発光させ、
　前記第１方向は発光装置から窓の観察者に向かう方向であり、
　前記第２方向は発光装置から前記窓に向かう方向である発光装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の発光装置において、
　前記発光装置は移動体に搭載されており、
　前記窓は、前記移動体に設けられており
　前記制御部は、前記移動体が移動しているときには前記第２モードを選択し、前記移動
体が停止しているときは前記第１モードを選択する発光装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の発光装置において、
　前記発光装置は移動体に搭載されており、
　前記窓は、前記移動体に設けられており
　前記制御部は、前記移動体の移動速度が第一の速度を超えたときには前記第２モードを
選択し、前記移動速度が前記第一の速度以下の場合には前記第１モードを選択する発光装
置。
【請求項６】
　第１面光源と、
　第２面光源と、
　前記第１面光源を前記第２面光源に対して回転可能に連結する連結部と、
　前記第１面光源を前記第２面光源に対して回転させる駆動部と、
　前記第１面光源、前記第２面光源、及び前記駆動部を制御する制御部と、
を備える発光装置であって、
　前記発光装置は、複数の発光モードで発光し、
　前記制御部は、
　　第１の前記発光モードにおいて、前記駆動部を制御することにより前記第１面光源に
対する前記第２面光源の角度を基準値以上にし、かつ前記第１面光源及び前記第２面光源
を発光させ、
　　第２の前記発光モードにおいて、前記駆動部を制御することにより前記第１面光源に
対する前記第２面光源の角度を前記基準値未満にし、かつ前記第１面光源を発光させて前
記第２面光源を発光させない発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は、有機ＥＬ素子を光源とした照明装置の開発が進められている。有機ＥＬ素子の
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特徴として、軽量化かつ薄型化が可能であることが挙げられる。例えば特許文献１には、
複数の面発光体のそれぞれを互いに異なる平板状のフレームに取り付け、これら複数のフ
レームを環状に連結することで照明装置を形成することが記載されている。特許文献１に
おいて、面発光体は有機ＥＬ素子が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０６０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　照明装置の用途によっては、あるタイミングでは広い範囲を照明し、かつ他のタイミン
グでは特定の領域を除いて照明したいことがある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題としては、あるタイミングでは広い範囲を照明し、かつ
他のタイミングでは特定の領域を除いて照明できるようにすることが一例として挙げられ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、発光部と、
　前記発光部を複数の発光モードのいずれかで発光させる制御部と、
を備え、
　前記複数の発光モードは、第１方向及び該第１方向と異なる第２方向に光を照射する第
１モードと、前記第１方向に光を照射して前記第２方向に光を照射しない第２モードを含
む発光装置である。
【０００７】
　請求項８に記載の発明は、第１面光源と、
　第２面光源と、
　前記第１面光源を第２面光源に対して回転可能に連結する連結部と、
　前記第１面光源を第２面光源に対して回転させる駆動部と、
　前記第１面光源、前記第２面光源、及び前記駆動部を制御する制御部と、
を備える発光装置である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係る発光装置の構成を示す斜視図である。
【図２】発光装置の側面図である。
【図３】第２の実施形態に係る発光装置の構成を示す斜視図である。
【図４】基材及び発光部の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１０】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る発光装置１０の構成を示す斜視図である。図２は、発光
装置１０の側面図である。なお、図１において制御部１４０の図示を省略している。
【００１１】
　発光装置１０は、発光部１００及び制御部１４０を備えている。制御部１４０は、発光
部１００を複数の発光モードで発光させる。ここで複数の発光モードには、第１モード及
び第２モードが含まれている。第１モードにおいて、発光部１００は第１方向及び第２方
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向に光を照射する。第２モードにおいて、発光部１００は、第１方向に光を照射して第２
方向に光を照射しない。ここで、第１方向と第２方向は互いに異なる方向である。以下、
詳細に説明を行う。
【００１２】
　発光部１００は、第１光源１２０及び第２光源１３０を少なくとも一つずつ有している
。第１光源１２０は第１方向に向いており、第２光源１３０は第２方向を向いている。本
図に示す例では、発光部１００は基材１１０を有している。基材１１０は、例えばステン
レスやアルミニウムなどの金属、または樹脂板によって形成されており、板を少なくとも
一回折り曲げた形状を有している。そして、基材１１０のうち第１方向に向いている面に
は第１光源１２０が固定されており、第２方向を向いている面には第２光源１３０が固定
されている。なお、基材１１０は、板を交互に逆方向に折り曲げた形状を有していてもよ
い。この場合、基材１１０には、第１方向を向いている面及び第２方向を向いている面が
それぞれ複数形成される。そして、第１方向を向いている複数の面のそれぞれに第１光源
１２０が固定されており、第２方向を向いている複数の面のそれぞれに第２光源１３０が
固定されている。
【００１３】
　また、基材１１０のうち第１光源１２０及び第２光源１３０が取り付けられている面と
は逆側の面には、固定部材１０２が設けられている。固定部材１０２は、基材１１０を取
付場所（例えば部屋や車内の天井）に固定する。本図に示す例では、固定部材１０２は基
材１１０を吊り下げる形状を有しているが、固定部材１０２の形状はこれに限られない。
【００１４】
　制御部１４０は、第１光源１２０及び第２光源１３０の発光を個別に制御する。具体的
には、制御部１４０は、第１モードのときには第１光源１２０及び第２光源１３０の双方
を発光させる。これにより、発光部１００は、第１方向及び第２方向の双方に光を照射す
る。一方、制御部１４０は、第２モードのときには第１光源１２０のみを発光させる。こ
れにより、発光部１００は第１方向のみに光を照射する。
【００１５】
　なお、制御部１４０は、外部から入力された信号に従って、発光部１００の発光モード
を制御する。この信号は、例えば発光装置１０のユーザによって、入力インターフェース
を介して入力される。
【００１６】
　第１光源１２０及び第２光源１３０は、好ましくは面光源である。この場合、第１光源
１２０及び第２光源１３０は、例えば有機ＥＬ発光装置である。この有機ＥＬ発光装置は
、有機ＥＬ素子を一つまたは複数有している。第１光源１２０及び第２光源１３０が発光
する光の色は、互いに同一であってもよいし、互いに異なっていてもよい。
【００１７】
　なお、第１方向は、例えば発光装置から観察者に向かう方向である。ここでいう観察者
は、プロジェクタを利用する場合のスクリーン、ＴＶ、及びカーナビゲーションの表示面
などの画像表示面、又は自動車などの移動体から外部が見える窓２００（例えば移動して
いる車両の窓）などを観察する者のことである。第２方向は、例えば発光装置から見て、
窓や画像表示面など、照明の映り込みが生じてほしくない物が存在している方向である。
画像表示面は、会議室などで利用するプロジェクタから投影されるスクリーン、リビング
などに設置したＴＶ、車内のカーナビゲーションの表示面を含む。窓は、自動車、電車等
の移動体から外側の景色を映し出す窓を含み、これら窓はガラス、樹脂等の透光性を有す
る部材で形成される。
【００１８】
　制御部１４０は、例えばプロジェクタを利用する場合のスクリーン、ＴＶ、及びカーナ
ビゲーションの表示面などの画像表示面に画像が表示されていないときには発光部１００
を第１モードで発光させ、画像表示面に画像が表示されているときには発光部１００を第
２モードで発光させる。
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【００１９】
　また、自動車や電車等の移動体内に発光装置１０が設けられ、当該移動体には前述の窓
が備えられている場合において、例えば移動体が動いていないときには、制御部１４０は
発光部１００を第１モードで発光させ、移動体が動いているときには発光部１００を第２
モードで発光させてもよい。制御部１４０により発光部１００の発光を制御することで、
窓への照明の映り込みが防止でき、移動体の外部を観測者が見やすくなる。なお、移動体
が動いているかいないかは、移動体が備える加速度センサー等の検知手段を用いて検知し
、検知した情報を制御部１４０に送信される。なお、移動体の移動速度を検知することで
、制御部１４０は、移動体の移動速度が第１速度以下の時には発光部１００を第１モード
で発光させ、第１速度を超えた時には発光部１００を第２モードで発光させても構わない
。
【００２０】
　以上、本実施形態によれば、発光部１００の発光モードには、第１方向及び第２方向に
光を照射する第１モードと、第１方向に光を照射して第２方向に光を照射しない第２モー
ドが含まれている。このため、発光部１００を用いて広い範囲を照らしたい場合には発光
部１００を第１モードで発光させればよく、また、第２方向に光を照射したくない場合に
は、第２モードで光を照射すればよい。従って、あるタイミングでは広い範囲を照明し、
かつ他のタイミングでは特定の領域を除いて照明することができる。
【００２１】
（第２の実施形態）
　図３は、第２の実施形態に係る発光装置１０の構成を示す斜視図である。図４は、本実
施形態における基材１１０及び発光部１００の断面図である。本実施形態に係る発光装置
１０は、以下の点を除いて第１の実施形態に係る発光装置１０と同様の構成である。
【００２２】
　まず、基材１１０は平板状である。そして、図３に示すように、基材１１０のうち固定
部材１０２が保持されていない面には、少なくとも一つの発光部１００が保持されている
。図３に示す例では、基材１１０には複数の発光部１００がマトリクス状に配置されてい
る。
【００２３】
　図４に示すように、発光部１００には、第１光源１２０（第１面光源）及び第２光源１
３０（第２面光源）を有している。第１光源１２０及び第２光源１３０は、いずれも有機
ＥＬパネルなどの面光源である。そして、第１光源１２０は、連結部１５０により、第２
光源１３０に対して回転可能に連結されている。連結部１５０はたとえばヒンジ機構であ
り、第２光源１３０の縁の一部（例えば一辺）を第１光源１２０の縁の一部（例えば一辺
）に固定している。
【００２４】
　発光装置１０は、さらに駆動部１６０を備えている。駆動部１６０は、第１光源１２０
を第２光源１３０に対して回転させることにより、第１光源１２０の向きを変える。本図
に示す例において、駆動部１６０は、押出部１６２及びスライド部１６４を有している。
押出部１６２は、制御部１４０によって制御されている。
【００２５】
　詳細には、第１光源１２０のうち連結部１５０とは逆側の縁は、連結部１５２によって
基材１１０に回転可能に保持されており、第１光源１２０のうち連結部１５０とは逆側の
縁も、連結部１５２によって基材１１０に回転可能に保持されている。そして、第１光源
１２０を保持する連結部１５２及び第２光源１３０を保持する連結部１５２の一方は、ス
ライド部１６４によって基材１１０にスライド可能に保持されており、また、２つの連結
部１５２の他方は、基材１１０にスライドしないように保持されている。
【００２６】
　そして、スライド部１６４によって保持されている連結部１５２は、押出部１６２によ
ってスライドされる。連結部１５２が他方の連結部１５２に対して最も離れている場合、
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第１光源１２０及び第２光源１３０は基材１１０に対してほぼ平行になっている。そして
連結部１５２が他方の連結部１５２に近づくと、連結部１５０が基材１１０とは逆側に押
し出され、これに伴って第１光源１２０及び第２光源１３０の向きが変わる。制御部１４
０は、押出部１６２の位置を制御することにより、第１光源１２０及び第２光源１３０の
向きを制御している。
【００２７】
　具体的には、制御部１４０は、第１モードにおいて、押出部１６２を制御することによ
り、第１光源１２０に対する第２光源１３０の角度を基準値以上（好ましくは１８０°）
にし、かつ第１光源１２０及び第２光源１３０を発光させる。これにより、発光部１００
の照射面積は広くなる。
【００２８】
　一方、制御部１４０は、第２モードにおいて、押出部１６２を制御することにより、第
１光源１２０に対する第２光源１３０の角度を基準値未満（例えば９０°未満）にし、か
つ第１光源１２０を発光させて第２光源１３０を発光させない。これにより、第２方向に
は、第２光源１３０の光が照射されないことに加え、第１光源１２０からの光も届きにく
くなる。
【００２９】
　なお、駆動部１６０の構成は、上記した例に限定されない。
【００３０】
　本実施形態によっても、発光部１００を用いて広い範囲を照らしたい場合には発光部１
００を第１モードで発光させればよく、また、第２方向に光を照射したくない場合には、
第２モードで光を照射すればよい。従って、あるタイミングでは広い範囲を照明し、かつ
他のタイミングでは特定の領域を除いて照明することができる。
【００３１】
　以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示で
あり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００３２】
１０ 発光装置
１００ 発光部
１１０ 基材
１２０ 第１光源
１３０ 第２光源
１４０ 制御部
１５０ 連結部
１６０ 駆動部



(7) JP 6416514 B2 2018.10.31

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 6416514 B2 2018.10.31

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｆ２１Ｙ  115:20     　　　　        　　　　　

(56)参考文献  特開２０１０－１９９００４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０７８３２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－２１７７６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－３０１０６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１４０９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１６４３４０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２１Ｓ　　　８／０４　　　　
              Ｂ６０Ｑ　　　３／８５　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　１９／０２　　　　
              Ｆ２１Ｙ　１１５／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

